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（資料１） 
「多文化共生・共創啓発動画作成業務」委託 仕様書 

 
１ 委託業務の名称 
  多文化共生・共創啓発動画作成業務 
 
２ 業務の趣旨・目的 

県では県内市町村とともに多文化共生・共創社会の実現に向けた取組を進めている。県民全体

を巻き込んだ取組とするため、広く県民に興味を持ってもらうための啓発動画を作成する。 
また、本県の取り組みを広く周知することで、国籍、民族等の違いに関わらない人権尊重の理

念を普及させ、及びそれに対する理解を深めることを目的とする。 
 
３ 委託期間 
  契約締結日～令和8 年9 月30 日 
 
４ 予算額 
  550,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 
  ・応募に要する経費は含まないため、自己負担となる。 
  ・採用された事業者に対しては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見 

積もりを求めることができる。 
 
５ 業務内容 

県で進める多文化共生・共創社会の実現に向け、以下により啓発動画を作成する。 
（１） 作成動画 

30 秒動画×1 本（字幕付き、字幕無しの 2 種類を納品すること） 
〈規格〉 
 ・横1920×縦1080 ピクセル（HD） 
 ・フレームレートは 24P とすること。 
 ・タイトル及び重要な文字等はフレームの縦横の 80%以内、アクション及びグラフィッ

クス等は90%以内に配置すること。 
 
（２）作成手順 
   以下の手順で作成すること。県の求めに応じて随時内容確認及び修正等の協議を行うこ

と。なお、絵コンテ・シナリオ及び字幕文字については、Excel データにより県が修正指示

を行えるよう提出すること。 
絵コンテ・シナリオ作成 →動画（未定稿：字幕付き)作成→動画（完成)作成 

 
（２） 作成にあたっての留意事項 

・必要な素材を撮影又は収集し、編集を行うこと。なお、県が実施している啓発事業で使

用しているデザイン（別紙参照）を一部提供可能である。 
・完成した動画は、シネアドや公共施設等のデジタルサイネージ放映により周知啓発する

もの。多文化共生・共創に関心の薄い県民に自然に目にとめてもらい興味を持つきっか

けとなるような内容とする。また、群馬県が目指すべき多文化共生・共創社会の推進に

資するものとし、群馬県多文化共生・共創推進条例やこれまで群馬県の多文化共生・共

創施策を参考とすること。 
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    ・動画の最初3 秒間「群馬県 法務省委託事業」と文字テロップを挿入すること。 
    ・動画の最後 6 秒間「ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター」と「からっかぜパー

ク」についての案内を入れること（各3 秒）。 
    ・ナレーション等の声を入れる場合、やさしい日本語を使用し、字幕をつけること。文字

は100 文字以内とする。この場合、別途県が多言語に翻訳して使用するため、字幕無

しテロップの空間を残すこと。 
    ・著作権その他の権利について必要な権利処理を行うこと。 
 
 （４）成果品 
   成果品として、以下を令和8 年8 月24 日までに電子メールによりぐんま暮らし・外国人

活躍推進課へ納入すること。 
 ア）30 秒動画×1 本（字幕付き、字幕無しの2 種類）・・・MP4 データ 
イ）各動画シナリオ・・・Excel データ 
なお、成果品提出後にもシネアドとして上映する関係上修正作業が生じる場合があるの

で留意すること。 
 
６ 事業実績報告 

報告期限：令和8 年9 月30 日 
必須報告項目：動画テーマ、動画に対する説明 

 
７ 委託料の支払いについて 

委託金の支払いは、事業実績報告書の提出を受け、委託金額確定後に精算払いを行う。 
 
８ その他 

・受託者は、業務の実施にあたり委託者と適宜打合せを行うなど、綿密に連絡をとりながら

業務を遂行するものとし、疑義が生じた場合は速やかに委託者と協議し、その指示を受け

なければならない。 
・成果品の著作権、その他の諸権利は群馬県に帰属するものとする。 
・本事業は法務省人権啓発活動地方委託により実施する。 
・本仕様書に定めのない事項については、その都度、群馬県及び受託者の両者協議の上定め

る。 



別紙：啓発事業で使用しているデザイン


